
新型コロナウイルスワクチン接種請求時の注意事項（請求総括表） 
 
 

① 施設等区分 

医療機関等 ⇒ 1  介護施設・健診機関等 ⇒ 2 

※医療機関であっても診療報酬とは別口座を新規登録した場合は 2 になりますので 

ご注意ください。 

 

② 請求月 

接種月ではなく、連合会に請求する月をご記載ください。 

  【例】7月 10 日（6月接種分）までの提出分 ⇒ 2021 年 7 月請求分 

     ※月遅れ請求を含む 

 

③ 請求金額 

税込の金額を記載してください。 

 

④「住所地内接種分含む」欄 

国保連への請求について住所地内接種分がない場合には、「住所地内接種分含む」の欄

に✓を記載しないようにご注意ください。 

   住所地内接種＋住所地外接種 ⇒  ✔ 

   住所地外接種のみ      ⇒ 
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新型コロナウイルスワクチン接種請求時の注意事項（市区町村別請求書） 
 

 

① 被接種者区分 

1 クーポン券なし／2 クーポン券ありのどちらかに必ず○をつけてください。 

 

② 請求月 

接種月ではなく、連合会に提出する月をご記載ください。 

  【例】7月 10 日（6月接種分）までの提出分 ⇒ 2021 年 7 月請求分 

※月遅れ請求を含む 

 

③ 請求金額 

税込の金額を記載してください。 

 

④ 「住所地内接種分含む」欄 

実施機関の所在地と請求先の市区町村が異なる場合は「住所地内接種分を含む」に✓

の記載は必要ありませんのでご注意ください。 
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新型コロナウイルスワクチン接種請求時の注意事項（予診票） 
   

① 枠からはみ出さず、明確に記入してください。訂正がある場合も枠内に訂正をしてく

ださい。 

 

② 記載事項に不備がある場合には返戻となりますので、特に「医師署名又は記名押印」

「被接種者自署」「ワクチン・ロット番号シール添付」等については、記載もれがない

ようご注意ください。 

 

③ 接種年月日の欄は枠内に収まるように記載してください。また、予診のみの場合にも

予診の日付を記載することとなっていますのでご注意ください。   

 

④ 両面印刷を使用せず、片面印刷で請求して下さい。 
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